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エコサイクルセンター環境保全等連絡協議会設置要綱

(目 的)

第１条 この要綱は、財団法人エコサイクル高知が日高村本村の蛇紋岩砕石跡地に建設した産業廃

棄物処理施設エコサイクルセンターに関して、平成１９年８月２０日付けで日高村と締結した環境保

全協定書第１０条に定める連絡協議会（以下｢連絡協議会｣という。）の設置について必要な事項を

定める。

(構 成)

第２条 連絡協議会は次の（１）から（４）で構成し、その委員は別表のとおりとする。

(1)日高村議会

(2)地域住民

(3)日高村

(4)公益財団法人エコサイクル高知

(組 織)

第３条 連絡協議会には、委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

(所掌事務)

第４条 連絡協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)施設の稼働状況についての確認

(2)環境保全協定書第８条第１項に定める環境測定結果等に基づく意見交換

(3)その他、環境の保全に関して必要な事項

(会 議)

第５条 連絡協議会は、委員長が招集し、会議の議長は委員長がつとめる。

２ 会議は、原則年１回とし、必要に応じて開催する。

３ 会議は、財団法人エコサイクル高知で開催することとする。

(事務局)

第６条 連絡協議会の事務局は、財団法人エコサイクル高知に置く。

(その他)

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮っ

て定める。

(附 則)

この要綱は、平成２４年２月２８日から施行する。


